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１ 計画策定の意義       
 

  大量生産・大量消費・大量廃棄に支えられた社会経済の著しい発展がもたらした豊かな暮

らしは、一方ではダイオキシン類などの化学物質による環境汚染や地球温暖化など、多くの

問題をもたらしました。  

  こうした環境問題を解決していくには、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社

会経済システムを見直し、持続可能な資源循環型の地域社会を構築していかなければなりま

せん。  

  このような中、一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物について、消費者は

分別排出・市町村は分別収集・事業者は再商品化という適切な役割分担のもとにリサイクル

を進めていくために、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下

「法」という。）が平成７年６月に制定され、平成９年４月からガラス製容器、ペットボトル

等を対象に施行され、平成 12 年４月からはその他紙製容器包装、その他プラスチック製容

器包装を追加して完全施行されました。  

 本県においては、本県が目指す望ましい廃棄物の資源化、適正処理のシステムを構築する

ための基本的な考え方や地域ごとの方向性を提案する「いわて資源循環型廃棄物処理構想」

を平成 13 年３月に策定するとともに、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処理に

関する施策を総合的、計画的に推進する「岩手県廃棄物処理計画」を平成 14 年３月に策定

しました。  

さらに、上記施策を実効性ある形で進めるための制度的基盤として「循環型地域社会の形

成に関する条例」を同年 12 月に制定し、資源循環型社会の構築に向け取り組んでいます。  

  県内各市町村では、平成９年度に第一期分別収集計画を策定し、以降、これまでに第二期、

第三期の分別収集計画を策定し、分別収集に取り組んできましたが、本年、第三期計画を見

直し、平成 18 年度から 22 年度までを計画期間とする第四期市町村分別収集計画を策定しま

した。  

  本計画は、法第９条の規定に基づき、第四期市町村分別収集計画を集約するとともに、第

三期岩手県分別収集促進計画の実施状況を踏まえて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基

準適合物の再商品化を総合的かつ計画的に進めるための基本的方向を明らかにし、一般廃棄

物の減量化とリサイクルを通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、

資源循環型社会の形成に寄与しようとするものです。  

 

２ 計画の基本的方向  
本計画の基本的方向は、次のとおりとします。  

(1) 容器包装廃棄物のリサイクルシステムを効果的に機能させ、ごみの減量化及び再生利用

が着実に進展するよう、県民の意識啓発を図ります。  

 (2) 地域の実情と特性を勘案しつつ、市町村における効果的な分別収集体制の整備を促進し

ます。                     
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 (3) 各市町村の積極的な取り組みを推進し、中・長期的な視点に立って岩手県全体としての

廃棄物の循環型処理システムの確立を図ります。  

 

３ 計画期間  
  本計画は、計画期間を平成 18 年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定を行いま

す。  

 

４ 対象品目  
   

本計画は、容器包装廃棄物のうち、次のものを対象とします。  

(1) 特定分別基準適合物  

① 主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラ

ス製のものを除く。）に係るもの  

  ア 無色のガラス製の容器（以下「無色ガラス」という。）  

  イ 茶色のガラス製の容器（以下「茶色ガラス」という。）  

  ウ 無色又は茶色以外のガラス製の容器（以下「その他ガラス」という。）  

② 主として紙製の容器包装（主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするため

の容器（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。）を除く。）に係るも

の（以下「その他紙製容器包装」という。）  

  ③ 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料又はしょうゆを充てんするための

ポリエチレンテレフタレート製の容器に係るもの（以下「ペットボトル」という。）  

  ④ 主としてプラスチック製の容器包装（飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチ

レンテレフタレート製の容器を除く。）に係るもの（以下「その他プラスチック製容器包

装」という。）  

  ⑤ その他プラスチック製容器包装のうち、白色の発泡スチロール製食品用トレイ（以下

「白色トレイ」という。）  

 (2) 法第２条第６項指定物  

  ① 主として鋼製の容器包装に係るもの（以下「スチール缶」という。）  

  ② 主としてアルミニウム製の容器包装に係るもの（以下「アルミ缶」という。）  

  ③ 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器（原材料としてアル

ミニウムが利用されているものを除く。）に係るもの（以下「紙パック」という。）  

  ④ 主として段ボール製の容器包装に係るもの（以下「段ボール」という。）  

 

５ 第四期市町村分別収集計画の策定状況  
   

第四期市町村分別収集計画は、県内全市町村で策定され、本県における容器包装廃棄物の

分別収集が一層推進されることとなります。  

なお、各年度の分別収集への取組状況等は、次のとおりとなります。  
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(1) 分別収集取組市町村数  

  ① 特定分別基準適合物                        

    18 年度  19 年度  20 年度  21 年度  22 年度  

無色ガラス  58 58 58 58 58 

茶色ガラス  58 58 58 58 58 

その他ガラス  58 58 58 58 58 

その他紙製容器包装  16 16 24 24 24 

ペットボトル  55 55 55 55 55 

その他プラスチック製容器包装  43 43 51 51 51 

 うち白色トレイ  34 34 41 41 41 

② 法第２条第６項指定物  

    18 年度  19 年度  20 年度  21 年度  22 年度  

スチール缶  58 58 58 58 58 

アルミ缶  58 58 58 58 58 

紙パック  50 50 54 54 54 

段ボール  52 52 55 55 55 

 (2) 県全体の容器包装廃棄物の排出見込量                 （単位：ｔ） 

    18 年度  19 年度  20 年度  21 年度  22 年度  

容器包装廃棄物  128,082 128,548 128,806 129,284 129,761 

(3) 県全体の分別収集見込量  

① 特定分別基準適合物                        （単位：ｔ） 

    18 年度  19 年度  20 年度  21 年度  22 年度  

無色ガラス  4,679 4,703 4,766 4,801 4,894 

茶色ガラス  6,611 6,627 6,640 6,681 6,706 

その他ガラス  2,190 2,190 2,195 2,215 2,228 

その他紙製容器包装  2,543 2,729 2,921 3,593 3,875 

ペットボトル  2,758 2,837 2,886 2,928 3,015 

その他プラスチック製容器包装  2,543 2,897 3,583 4,823 5,525 

 うち白色トレイ  370 376 579 593 796 

② 法第２条第６項指定物                                                 （単位：ｔ） 

    18 年度  19 年度  20 年度  21 年度  22 年度  

スチール缶  4,640 4,740 4,846 4,978 5,104 

アルミ缶  1,826 1,856 1,880 1,913 1,949 

紙パック  393 411 439 459 477 

段ボール  8,066 8,257 8,533 8,757 9,001 
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（単位：ｔ）
市 町 村 名平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度

盛 岡 市 26,048 26,300 26,561 26,820 27,080

盛岡市(旧都南村) 6,990 7,008 7,010 7,045 7,055

宮 古 市 23,459 23,451 23,303 23,259 23,199

大 船 渡 市 3,514 3,490 3,467 3,447 3,428

水 沢 市 2,590 2,600 2,600 2,610 2,610

花 巻 市 7,243 7,239 7,235 7,233 7,288

北 上 市 5,259 5,270 5,280 5,288 5,296

久 慈 市 2,530 2,532 2,537 2,537 2,537

遠 野 市 2,310 2,291 2,271 2,252 2,233

一 関 市 3,788 3,841 3,895 3,949 4,005

陸 前 高 田 市 1,416 1,437 1,437 1,448 1,448

釜 石 市 2,361 2,272 2,189 2,111 2,038

江 刺 市 1,749 1,836 1,928 2,025 2,126

二 戸 市 2,335 2,327 2,325 2,316 2,314

雫 石 町 1,800 1,810 1,810 1,820 1,830

葛 巻 町 476 469 460 451 444

岩 手 町 447 444 441 439 436

西 根 町 535 529 524 518 510

滝 沢 村 2,899 2,919 2,937 2,957 2,976

松 尾 村 227 223 220 218 215

玉 山 村 421 412 405 394 385

安 代 町 178 176 174 171 171

紫 波 町 5,035 5,061 5,066 5,100 5,113

矢 巾 町 4,092 4,147 4,191 4,249 4,298

大 迫 町 455 447 447 446 446

石 鳥 谷 町 535 540 543 548 549

東 和 町 2,238 2,254 2,270 2,286 2,302

湯 田 町 390 384 381 377 374

沢 内 村 156 153 151 149 145

金 ヶ 崎 町 408 409 409 409 410

前 沢 町 618 664 713 766 822

胆 沢 町 703 703 703 703 703

衣 川 村 153 157 159 161 162

花 泉 町 970 963 955 948 941

平 泉 町 432 432 430 427 424

大 東 町 976 994 1,012 1,030 1,047

藤 沢 町 590 595 599 604 609

千 厩 町 889 885 878 873 865

東 山 町 472 474 482 491 499

室 根 村 255 260 265 269 274

川 崎 村 86 87 89 90 90

住 田 町 416 414 412 410 408

大 槌 町 1,723 1,709 1,691 1,673 1,658

宮 守 村 377 373 371 368 366

田 老 町 125 126 148 150 173

山 田 町 2,046 2,038 2,024 2,013 2,009

岩 泉 町 869 884 881 894 896

田 野 畑 村 350 359 364 373 380

普 代 村 154 154 154 154 154

新 里 村 254 259 260 266 268

川 井 村 235 235 233 233 234

軽 米 町 573 573 573 573 573

種 市 町 770 770 770 770 770

野 田 村 332 333 333 333 333

山 形 村 171 172 172 172 172

大 野 村 436 437 439 439 439

九 戸 村 213 211 208 205 203

浄 法 寺 町 178 176 174 171 171

一 戸 町 832 840 847 853 857

合 計 128,082 128,548 128,806 129,284 129,761
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６　岩手県の区域内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排
 出見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第１号）



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 457 ( ) 472 ( ) 488 ( ) 503 ( ) 518 ( )

盛岡市(旧都南村) 201 ( ) 197 ( ) 193 ( ) 195 ( ) 200 ( )

宮 古 市 307 ( ) 307 ( ) 350 ( ) 350 ( ) 394 ( )

大 船 渡 市 152 ( ) 151 ( ) 150 ( ) 149 ( ) 148 ( )

水 沢 市 207 ( ) 208 ( ) 208 ( ) 208 ( ) 208 ( )

花 巻 市 294 ( ) 299 ( ) 305 ( ) 311 ( ) 317 ( )

北 上 市 391 ( 391 ) 400 ( 400 ) 409 ( 409 ) 418 ( 418 ) 427 ( 427 )

久 慈 市 96 ( ) 96 ( ) 96 ( ) 96 ( ) 96 ( )

遠 野 市 95 ( ) 94 ( ) 93 ( ) 92 ( ) 92 ( )

一 関 市 171 ( ) 174 ( ) 176 ( ) 178 ( ) 181 ( )

陸 前 高 田 市 63 ( ) 64 ( ) 64 ( ) 64 ( ) 65 ( )

釜 石 市 136 ( ) 128 ( ) 121 ( ) 114 ( ) 107 ( )

江 刺 市 90 ( 90 ) 90 ( 90 ) 90 ( 90 ) 90 ( 90 ) 90 ( 90 )

二 戸 市 104 ( ) 103 ( ) 101 ( ) 100 ( ) 98 ( )

雫 石 町 79 ( ) 79 ( ) 79 ( ) 79 ( ) 79 ( )

葛 巻 町 47 ( ) 46 ( ) 46 ( ) 45 ( ) 44 ( )

岩 手 町 33 ( ) 34 ( ) 35 ( ) 35 ( ) 36 ( )

西 根 町 32 ( ) 31 ( ) 31 ( ) 30 ( ) 29 ( )

滝 沢 村 242 ( ) 244 ( ) 246 ( ) 247 ( ) 249 ( )

松 尾 村 14 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 12 ( ) 12 ( )

玉 山 村 26 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 27 ( ) 28 ( )

安 代 町 11 ( ) 11 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( )

紫 波 町 139 ( ) 137 ( ) 133 ( ) 134 ( ) 138 ( )

矢 巾 町 118 ( ) 118 ( ) 116 ( ) 118 ( ) 122 ( )

大 迫 町 37 ( ) 36 ( ) 36 ( ) 36 ( ) 36 ( )

石 鳥 谷 町 51 ( ) 51 ( ) 52 ( ) 53 ( ) 53 ( )

東 和 町 39 ( ) 40 ( ) 41 ( ) 43 ( ) 45 ( )

湯 田 町 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( )

沢 内 村 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 12 ( ) 12 ( )

金 ヶ 崎 町 43 ( ) 43 ( ) 43 ( ) 43 ( ) 43 ( )

前 沢 町 29 ( ) 29 ( ) 29 ( ) 29 ( ) 29 ( )

胆 沢 町 82 ( ) 82 ( ) 82 ( ) 82 ( ) 82 ( )

衣 川 村 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ( )

花 泉 町 34 ( ) 35 ( ) 35 ( ) 36 ( ) 36 ( )

平 泉 町 28 ( ) 28 ( ) 28 ( ) 28 ( ) 28 ( )

大 東 町 71 ( ) 73 ( ) 74 ( ) 75 ( ) 77 ( )

藤 沢 町 75 ( ) 76 ( ) 76 ( ) 77 ( ) 77 ( )

千 厩 町 65 ( ) 64 ( ) 64 ( ) 63 ( ) 63 ( )

東 山 町 46 ( ) 47 ( ) 47 ( ) 49 ( ) 50 ( )

室 根 村 29 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 31 ( )

川 崎 村 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( )

住 田 町 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( )

大 槌 町 65 ( 3 ) 64 ( 3 ) 64 ( 3 ) 63 ( 3 ) 63 ( 3 )

宮 守 村 19 ( ) 19 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 18 ( )

田 老 町 20 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 20 ( )

山 田 町 65 ( ) 64 ( ) 64 ( ) 64 ( ) 67 ( )

岩 泉 町 36 ( ) 39 ( ) 40 ( ) 43 ( ) 43 ( )

田 野 畑 村 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( )

普 代 村 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

新 里 村 13 ( ) 14 ( ) 14 ( ) 14 ( ) 15 ( )

川 井 村 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

軽 米 町 47 ( ) 47 ( ) 47 ( ) 47 ( ) 47 ( )

種 市 町 34 ( ) 34 ( ) 34 ( ) 34 ( ) 34 ( )

野 田 村 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( )

山 形 村 9 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( )

大 野 村 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( )

九 戸 村 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 19 ( )

浄 法 寺 町 19 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 17 ( ) 17 ( )

一 戸 町 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 79 ( ) 79 ( )

合 計 4,679 ( 484 ) 4,703 ( 493 ) 4,766 ( 502 ) 4,801 ( 511 ) 4,894 ( 520 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。
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７　岩手県の区域内において得られる分別基準適合物※１について、各年度において得られる特定分別基準適合

  物※２ ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物
  ごとの量（法第９条第２項第２号）

　(1)　無色ガラス

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 746 ( ) 767 ( ) 789 ( ) 810 ( ) 831 ( )

盛岡市(旧都南村) 220 ( ) 218 ( ) 219 ( ) 220 ( ) 224 ( )

宮 古 市 286 ( ) 286 ( ) 283 ( ) 298 ( ) 298 ( )

大 船 渡 市 275 ( ) 273 ( ) 271 ( ) 269 ( ) 268 ( )

水 沢 市 260 ( ) 260 ( ) 261 ( ) 261 ( ) 262 ( )

花 巻 市 312 ( ) 317 ( ) 323 ( ) 328 ( ) 333 ( )

北 上 市 386 ( ) 379 ( ) 372 ( ) 365 ( ) 358 ( )

久 慈 市 110 ( ) 110 ( ) 110 ( ) 110 ( ) 110 ( )

遠 野 市 160 ( ) 158 ( ) 157 ( ) 156 ( ) 154 ( )

一 関 市 255 ( ) 258 ( ) 262 ( ) 266 ( ) 270 ( )

陸 前 高 田 市 84 ( ) 85 ( ) 86 ( ) 87 ( ) 88 ( )

釜 石 市 210 ( ) 198 ( ) 187 ( ) 176 ( ) 166 ( )

江 刺 市 121 ( 121 ) 121 ( 121 ) 121 ( 121 ) 121 ( 121 ) 121 ( 121 )

二 戸 市 174 ( ) 169 ( ) 164 ( ) 159 ( ) 154 ( )

雫 石 町 128 ( ) 129 ( ) 129 ( ) 129 ( ) 130 ( )

葛 巻 町 93 ( ) 91 ( ) 90 ( ) 88 ( ) 86 ( )

岩 手 町 105 ( ) 107 ( ) 109 ( ) 111 ( ) 113 ( )

西 根 町 89 ( ) 87 ( ) 84 ( ) 82 ( ) 79 ( )

滝 沢 村 259 ( ) 261 ( ) 262 ( ) 264 ( ) 266 ( )

松 尾 村 37 ( ) 36 ( ) 35 ( ) 34 ( ) 34 ( )

玉 山 村 81 ( ) 83 ( ) 85 ( ) 86 ( ) 88 ( )

安 代 町 30 ( ) 29 ( ) 28 ( ) 27 ( ) 26 ( )

紫 波 町 150 ( ) 148 ( ) 148 ( ) 148 ( ) 151 ( )

矢 巾 町 128 ( ) 128 ( ) 129 ( ) 131 ( ) 134 ( )

大 迫 町 44 ( ) 43 ( ) 43 ( ) 43 ( ) 43 ( )

石 鳥 谷 町 62 ( ) 63 ( ) 63 ( ) 64 ( ) 64 ( )

東 和 町 34 ( ) 35 ( ) 36 ( ) 37 ( ) 39 ( )

湯 田 町 19 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 18 ( ) 18 ( )

沢 内 村 31 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 29 ( ) 28 ( )

金 ヶ 崎 町 48 ( ) 48 ( ) 48 ( ) 48 ( ) 48 ( )

前 沢 町 48 ( ) 49 ( ) 49 ( ) 49 ( ) 50 ( )

胆 沢 町 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( )

衣 川 村 24 ( ) 25 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 28 ( )

花 泉 町 56 ( ) 56 ( ) 57 ( ) 57 ( ) 57 ( )

平 泉 町 43 ( ) 42 ( ) 42 ( ) 42 ( ) 42 ( )

大 東 町 180 ( ) 183 ( ) 187 ( ) 190 ( ) 193 ( )

藤 沢 町 125 ( ) 126 ( ) 127 ( ) 128 ( ) 129 ( )

千 厩 町 99 ( ) 99 ( ) 98 ( ) 98 ( ) 97 ( )

東 山 町 70 ( ) 71 ( ) 73 ( ) 75 ( ) 77 ( )

室 根 村 44 ( ) 45 ( ) 46 ( ) 47 ( ) 47 ( )

川 崎 村 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 23 ( )

住 田 町 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 23 ( )

大 槌 町 130 ( 46 ) 129 ( 46 ) 127 ( 45 ) 126 ( 45 ) 124 ( 44 )

宮 守 村 32 ( ) 32 ( ) 32 ( ) 31 ( ) 31 ( )

田 老 町 34 ( ) 34 ( ) 34 ( ) 34 ( ) 34 ( )

山 田 町 109 ( ) 108 ( ) 107 ( ) 107 ( ) 107 ( )

岩 泉 町 114 ( ) 125 ( ) 124 ( ) 135 ( ) 136 ( )

田 野 畑 村 38 ( ) 39 ( ) 39 ( ) 40 ( ) 41 ( )

普 代 村 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( )

新 里 村 28 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 33 ( ) 33 ( )

川 井 村 30 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 30 ( )

軽 米 町 89 ( ) 89 ( ) 89 ( ) 89 ( ) 89 ( )

種 市 町 38 ( ) 38 ( ) 38 ( ) 38 ( ) 38 ( )

野 田 村 15 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 16 ( ) 16 ( )

山 形 村 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( )

大 野 村 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( )

九 戸 村 48 ( ) 47 ( ) 47 ( ) 46 ( ) 45 ( )

浄 法 寺 町 47 ( ) 45 ( ) 44 ( ) 42 ( ) 41 ( )

一 戸 町 125 ( ) 126 ( ) 127 ( ) 128 ( ) 129 ( )

合 計 6,611 ( 167 ) 6,627 ( 167 ) 6,640 ( 166 ) 6,681 ( 166 ) 6,706 ( 165 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。

6

　(2)　茶色ガラス

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 352 ( ) 362 ( ) 372 ( ) 382 ( ) 392 ( )

盛岡市(旧都南村) 62 ( ) 61 ( ) 60 ( ) 62 ( ) 62 ( )

宮 古 市 104 ( ) 104 ( ) 104 ( ) 111 ( ) 111 ( )

大 船 渡 市 69 ( ) 69 ( ) 68 ( ) 68 ( ) 68 ( )

水 沢 市 123 ( ) 123 ( ) 124 ( ) 124 ( ) 124 ( )

花 巻 市 152 ( ) 152 ( ) 152 ( ) 152 ( ) 152 ( )

北 上 市 151 ( ) 144 ( ) 137 ( ) 132 ( ) 126 ( )

久 慈 市 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( )

遠 野 市 38 ( ) 37 ( ) 37 ( ) 37 ( ) 36 ( )

一 関 市 135 ( ) 137 ( ) 139 ( ) 140 ( ) 142 ( )

陸 前 高 田 市 30 ( ) 31 ( ) 31 ( ) 32 ( ) 32 ( )

釜 石 市 61 ( ) 57 ( ) 54 ( ) 51 ( ) 48 ( )

江 刺 市 44 ( 44 ) 44 ( 44 ) 44 ( 44 ) 44 ( 44 ) 44 ( 44 )

二 戸 市 59 ( ) 59 ( ) 60 ( ) 61 ( ) 62 ( )

雫 石 町 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 78 ( ) 78 ( )

葛 巻 町 14 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( )

岩 手 町 39 ( ) 40 ( ) 41 ( ) 41 ( ) 42 ( )

西 根 町 20 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 18 ( ) 17 ( )

滝 沢 村 85 ( ) 86 ( ) 86 ( ) 87 ( ) 88 ( )

松 尾 村 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 7 ( )

玉 山 村 35 ( ) 35 ( ) 36 ( ) 37 ( ) 37 ( )

安 代 町 7 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

紫 波 町 40 ( 3 ) 39 ( 3 ) 40 ( 3 ) 40 ( 3 ) 42 ( 3 )

矢 巾 町 35 ( 2 ) 34 ( 2 ) 34 ( 2 ) 34 ( 2 ) 35 ( 2 )

大 迫 町 6 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

石 鳥 谷 町 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

東 和 町 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 12 ( )

湯 田 町 4 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

沢 内 村 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( )

金 ヶ 崎 町 18 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 18 ( )

前 沢 町 19 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 19 ( ) 20 ( )

胆 沢 町 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

衣 川 村 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( )

花 泉 町 27 ( ) 27 ( ) 27 ( ) 27 ( ) 27 ( )

平 泉 町 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 22 ( ) 22 ( )

大 東 町 30 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 31 ( ) 32 ( )

藤 沢 町 28 ( ) 28 ( ) 29 ( ) 29 ( ) 29 ( )

千 厩 町 21 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 21 ( )

東 山 町 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 21 ( ) 21 ( )

室 根 村 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 10 ( )

川 崎 村 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

住 田 町 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

大 槌 町 22 ( 2 ) 22 ( 2 ) 21 ( 2 ) 21 ( 2 ) 21 ( 2 )

宮 守 村 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( )

田 老 町 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 7 ( )

山 田 町 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 26 ( )

岩 泉 町 15 ( ) 15 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 16 ( )

田 野 畑 村 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

普 代 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

新 里 村 4 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

川 井 村 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

軽 米 町 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( )

種 市 町 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

野 田 村 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

山 形 村 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

大 野 村 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

九 戸 村 12 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( )

浄 法 寺 町 7 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

一 戸 町 28 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 32 ( ) 33 ( )

合 計 2,190 ( 51 ) 2,190 ( 51 ) 2,195 ( 51 ) 2,215 ( 51 ) 2,228 ( 51 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。

7

　(3)　その他ガラス

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 97 ( 97 ) 101 ( 101 ) 105 ( 105 ) 627 ( 105 ) 744 ( 105 )

盛岡市(旧都南村) ( ) ( ) ( ) 130 ( ) 131 ( )

宮 古 市 ( ) ( ) 87 ( ) 86 ( ) 172 ( )

大 船 渡 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

水 沢 市 85 ( ) 85 ( ) 85 ( ) 85 ( ) 85 ( )

花 巻 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

北 上 市 1,107 ( 1,107 ) 1,109 ( 1,109 ) 1,111 ( 1,111 ) 1,113 ( 1,113 ) 1,114 ( 1,114 )

久 慈 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

遠 野 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

一 関 市 1,001 ( 1,001 ) 1,015 ( 1,015 ) 1,029 ( 1,029 ) 1,044 ( 1,044 ) 1,058 ( 1,058 )

陸 前 高 田 市 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

釜 石 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

江 刺 市 55 ( 55 ) 60 ( 60 ) 60 ( 60 ) 60 ( 60 ) 60 ( 60 )

二 戸 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

雫 石 町 28 ( 28 ) 28 ( 28 ) 28 ( 28 ) 28 ( 28 ) 28 ( 28 )

葛 巻 町 0 ( ) 0 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 16 ( )

岩 手 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

西 根 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

滝 沢 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

松 尾 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

玉 山 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

安 代 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

紫 波 町 5 ( ) 92 ( ) 93 ( ) 93 ( ) 94 ( )

矢 巾 町 3 ( ) 74 ( ) 76 ( ) 77 ( ) 77 ( )

大 迫 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

石 鳥 谷 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

東 和 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

湯 田 町 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 4 ( )

沢 内 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

金 ヶ 崎 町 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( )

前 沢 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

胆 沢 町 21 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 21 ( )

衣 川 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

花 泉 町 27 ( ) 28 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 33 ( )

平 泉 町 3 ( 3 ) 4 ( 4 ) 4 ( 4 ) 4 ( 4 ) 4 ( 4 )

大 東 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

藤 沢 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

千 厩 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

東 山 町 83 ( ) 84 ( ) 86 ( ) 88 ( ) 90 ( )

室 根 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

川 崎 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

住 田 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 槌 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

宮 守 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

田 老 町 ( ) ( ) 7 ( ) 7 ( ) 13 ( )

山 田 町 ( ) ( ) 27 ( ) 27 ( ) 53 ( )

岩 泉 町 ( ) ( ) 14 ( ) 14 ( ) 27 ( )

田 野 畑 村 ( ) ( ) 6 ( ) 6 ( ) 12 ( )

普 代 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

新 里 村 ( ) ( ) 4 ( ) 4 ( ) 9 ( )

川 井 村 ( ) ( ) 3 ( ) 3 ( ) 7 ( )

軽 米 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

種 市 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

野 田 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

山 形 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 野 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

九 戸 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

浄 法 寺 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

一 戸 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

合 計 2,543 ( 2,291 ) 2,729 ( 2,317 ) 2,921 ( 2,337 ) 3,593 ( 2,354 ) 3,875 ( 2,369 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。

8

　(4)　その他紙製容器包装

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 697 ( ) 675 ( ) 652 ( ) 629 ( ) 606 ( )

盛岡市(旧都南村) 67 ( ) 69 ( ) 71 ( ) 71 ( ) 71 ( )

宮 古 市 132 ( ) 165 ( ) 164 ( ) 163 ( ) 196 ( )

大 船 渡 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

水 沢 市 92 ( ) 92 ( ) 92 ( ) 93 ( ) 93 ( )

花 巻 市 153 ( ) 158 ( ) 162 ( ) 167 ( ) 171 ( )

北 上 市 236 ( ) 260 ( ) 286 ( ) 315 ( ) 347 ( )

久 慈 市 62 ( ) 61 ( ) 62 ( ) 62 ( ) 62 ( )

遠 野 市 67 ( ) 66 ( ) 66 ( ) 65 ( ) 65 ( )

一 関 市 124 ( ) 126 ( ) 128 ( ) 130 ( ) 131 ( )

陸 前 高 田 市 24 ( ) 25 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 28 ( )

釜 石 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

江 刺 市 52 ( ) 52 ( ) 52 ( ) 52 ( ) 52 ( )

二 戸 市 73 ( ) 73 ( ) 80 ( ) 80 ( ) 88 ( )

雫 石 町 49 ( 49 ) 49 ( 49 ) 49 ( 49 ) 49 ( 49 ) 49 ( 49 )

葛 巻 町 13 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( )

岩 手 町 32 ( ) 33 ( ) 33 ( ) 34 ( ) 35 ( )

西 根 町 27 ( ) 29 ( ) 30 ( ) 32 ( ) 34 ( )

滝 沢 村 158 ( ) 159 ( ) 160 ( ) 161 ( ) 162 ( )

松 尾 村 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 14 ( )

玉 山 村 29 ( ) 29 ( ) 30 ( ) 30 ( ) 31 ( )

安 代 町 9 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 11 ( )

紫 波 町 31 ( ) 33 ( ) 34 ( ) 34 ( ) 34 ( )

矢 巾 町 35 ( ) 36 ( ) 38 ( ) 39 ( ) 39 ( )

大 迫 町 18 ( ) 22 ( ) 25 ( ) 29 ( ) 32 ( )

石 鳥 谷 町 97 ( ) 98 ( ) 99 ( ) 100 ( ) 100 ( )

東 和 町 17 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 19 ( )

湯 田 町 10 ( ) 10 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( )

沢 内 村 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 6 ( )

金 ヶ 崎 町 27 ( ) 27 ( ) 27 ( ) 27 ( ) 27 ( )

前 沢 町 21 ( ) 24 ( ) 28 ( ) 32 ( ) 37 ( )

胆 沢 町 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

衣 川 村 4 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 6 ( )

花 泉 町 25 ( ) 26 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 27 ( )

平 泉 町 22 ( ) 23 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 25 ( )

大 東 町 20 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 21 ( ) 22 ( )

藤 沢 町 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( )

千 厩 町 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( )

東 山 町 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( )

室 根 村 6 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( )

川 崎 村 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 10 ( )

住 田 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 槌 町 30 ( ) 29 ( ) 29 ( ) 29 ( ) 28 ( )

宮 守 村 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( )

田 老 町 7 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

山 田 町 48 ( ) 57 ( ) 67 ( ) 76 ( ) 85 ( )

岩 泉 町 21 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 23 ( ) 24 ( )

田 野 畑 村 12 ( ) 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 19 ( )

普 代 村 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

新 里 村 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( )

川 井 村 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 6 ( )

軽 米 町 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( )

種 市 町 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( )

野 田 村 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

山 形 村 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

大 野 村 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( )

九 戸 村 9 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )

浄 法 寺 町 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 12 ( )

一 戸 町 29 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 32 ( ) 33 ( )

合 計 2,758 ( 49 ) 2,837 ( 49 ) 2,886 ( 49 ) 2,928 ( 49 ) 3,015 ( 49 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。

9

　(5)　ペットボトル

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 ( ) ( ) ( ) 1,064 ( ) 1,277 ( )

盛岡市(旧都南村) ( ) ( ) 177 ( ) 178 ( ) 178 ( )

宮 古 市 ( ) ( ) 193 ( ) 193 ( ) 384 ( )

大 船 渡 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

水 沢 市 145 ( ) 146 ( ) 146 ( ) 146 ( ) 147 ( )

花 巻 市 674 ( ) 700 ( ) 727 ( ) 753 ( ) 779 ( )

北 上 市 513 ( 43 ) 601 ( 49 ) 704 ( 56 ) 825 ( 65 ) 966 ( 76 )

久 慈 市 176 ( ) 176 ( ) 176 ( ) 176 ( ) 176 ( )

遠 野 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

一 関 市 297 ( 20 ) 301 ( 21 ) 306 ( 21 ) 310 ( 21 ) 314 ( 21 )

陸 前 高 田 市 10 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 11 ( ) 11 ( )

釜 石 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

江 刺 市 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

二 戸 市 11 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( )

雫 石 町 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 24 ( )

葛 巻 町 4 ( ) 4 ( ) 32 ( ) 32 ( ) 31 ( )

岩 手 町 4 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 4 ( )

西 根 町 5 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 3 ( )

滝 沢 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

松 尾 村 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

玉 山 村 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

安 代 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

紫 波 町 3 ( ) 126 ( ) 127 ( ) 127 ( ) 128 ( )

矢 巾 町 2 ( ) 101 ( ) 103 ( ) 104 ( ) 105 ( )

大 迫 町 148 ( ) 145 ( ) 145 ( ) 145 ( ) 145 ( )

石 鳥 谷 町 82 ( ) 84 ( ) 87 ( ) 90 ( ) 92 ( )

東 和 町 79 ( ) 81 ( ) 84 ( ) 87 ( ) 91 ( )

湯 田 町 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( )

沢 内 村 15 ( ) 14 ( ) 14 ( ) 14 ( ) 14 ( )

金 ヶ 崎 町 68 ( ) 68 ( ) 68 ( ) 68 ( ) 68 ( )

前 沢 町 7 ( ) 12 ( ) 19 ( ) 30 ( ) 48 ( )

胆 沢 町 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

衣 川 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

花 泉 町 50 ( 3 ) 56 ( 3 ) 60 ( 4 ) 63 ( 4 ) 66 ( 4 )

平 泉 町 64 ( 4 ) 66 ( 4 ) 67 ( 4 ) 68 ( 4 ) 69 ( 4 )

大 東 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

藤 沢 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

千 厩 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

東 山 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

室 根 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

川 崎 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

住 田 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 槌 町 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

宮 守 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

田 老 町 ( ) ( ) 15 ( ) 15 ( ) 29 ( )

山 田 町 ( ) ( ) 57 ( ) 56 ( ) 112 ( )

岩 泉 町 ( ) ( ) 29 ( ) 29 ( ) 27 ( )

田 野 畑 村 ( ) ( ) 12 ( ) 12 ( ) 25 ( )

普 代 村 18 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 18 ( ) 18 ( )

新 里 村 ( ) ( ) 9 ( ) 9 ( ) 18 ( )

川 井 村 ( ) ( ) 7 ( ) 7 ( ) 14 ( )

軽 米 町 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

種 市 町 26 ( ) 26 ( ) 26 ( ) 26 ( ) 26 ( )

野 田 村 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( )

山 形 村 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( )

大 野 村 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 25 ( )

九 戸 村 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

浄 法 寺 町 2 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

一 戸 町 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( )

合 計 2,543 ( 70 ) 2,897 ( 77 ) 3,583 ( 85 ) 4,823 ( 94 ) 5,525 ( 105 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。

10

　(6)　その他プラスチック製容器包装

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名

盛 岡 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

盛岡市(旧都南村) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

宮 古 市 ( ) ( ) 181 ( ) 181 ( ) 360 ( )

大 船 渡 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

水 沢 市 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( ) 13 ( )

花 巻 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

北 上 市 7 ( 7 ) 7 ( 7 ) 7 ( 7 ) 7 ( 7 ) 7 ( 8 )

久 慈 市 176 ( ) 176 ( ) 176 ( ) 176 ( ) 176 ( )

遠 野 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

一 関 市 20 ( 20 ) 21 ( 21 ) 21 ( 21 ) 21 ( 21 ) 21 ( 21 )

陸 前 高 田 市 2 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

釜 石 市 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

江 刺 市 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

二 戸 市 11 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 13 ( )

雫 石 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

葛 巻 町 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 3 ( )

岩 手 町 4 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 4 ( )

西 根 町 5 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 3 ( )

滝 沢 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

松 尾 村 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

玉 山 村 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

安 代 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

紫 波 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

矢 巾 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 迫 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

石 鳥 谷 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

東 和 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

湯 田 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

沢 内 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

金 ヶ 崎 町 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

前 沢 町 7 ( ) 12 ( ) 19 ( ) 30 ( ) 48 ( )

胆 沢 町 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

衣 川 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

花 泉 町 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 4 ( 4 ) 4 ( 4 ) 4 ( 4 )

平 泉 町 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 3 ( 3 )

大 東 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

藤 沢 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

千 厩 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

東 山 町 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

室 根 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

川 崎 村 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

住 田 町 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

大 槌 町 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

宮 守 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

田 老 町 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 2 ( )

山 田 町 ( ) ( ) 4 ( ) 4 ( ) 7 ( )

岩 泉 町 ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) 4 ( )

田 野 畑 村 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 2 ( )

普 代 村 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

新 里 村 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

川 井 村 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

軽 米 町 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( )

種 市 町 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

野 田 村 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( ) 22 ( )

山 形 村 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( )

大 野 村 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 25 ( ) 25 ( )

九 戸 村 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

浄 法 寺 町 2 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

一 戸 町 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( )

合 計 370 ( 33 ) 376 ( 34 ) 579 ( 35 ) 593 ( 35 ) 796 ( 36 )

注　（　）内は、指定法人による引き取りではなく、市町村が独自に処理を行う予定量を示す。
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　(7)　その他プラスチック製容器包装のうち白色トレイ

平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度



（単位：ｔ）
市 町 村 名平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度

盛 岡 市 881 1,019 1,158 1,296 1,435

盛岡市(旧都南村) 172 166 164 166 170

宮 古 市 132 132 131 140 139

大 船 渡 市 262 260 258 256 255

水 沢 市 74 75 75 75 75

花 巻 市 140 143 146 149 152

北 上 市 205 193 182 171 161

久 慈 市 85 85 85 85 85

遠 野 市 76 76 75 74 74

一 関 市 118 119 121 123 124

陸 前 高 田 市 132 133 134 135 136

釜 石 市 154 141 129 118 108

江 刺 市 51 51 51 51 51

二 戸 市 152 143 134 125 118

雫 石 町 134 135 135 135 136

葛 巻 町 50 50 49 48 47

岩 手 町 69 70 72 73 74

西 根 町 83 82 80 78 77

滝 沢 村 277 279 281 283 285

松 尾 村 35 34 33 33 32

玉 山 村 38 39 40 41 41

安 代 町 28 27 27 26 25

紫 波 町 121 116 114 116 120

矢 巾 町 104 102 101 103 107

大 迫 町 21 21 21 21 21

石 鳥 谷 町 28 29 29 29 29

東 和 町 19 19 20 20 21

湯 田 町 9 9 8 8 8

沢 内 村 18 18 17 17 17

金 ヶ 崎 町 14 14 15 15 15

前 沢 町 15 15 15 14 14

胆 沢 町 32 32 32 32 32

衣 川 村 9 9 10 11 11

花 泉 町 25 25 26 26 26

平 泉 町 14 14 14 15 15

大 東 町 55 56 57 58 59

藤 沢 町 58 59 59 60 60

千 厩 町 51 51 50 50 49

東 山 町 31 31 32 32 33

室 根 村 18 19 19 19 20

川 崎 村 11 10 10 10 10

住 田 町 21 21 21 21 21

大 槌 町 74 73 72 72 71

宮 守 村 15 15 15 15 14

田 老 町 17 17 17 17 17

山 田 町 24 24 24 25 25

岩 泉 町 31 34 34 37 37

田 野 畑 村 15 16 16 17 17

普 代 村 9 9 9 9 9

新 里 村 10 10 11 11 11

川 井 村 7 7 7 7 7

軽 米 町 96 96 96 96 96

種 市 町 32 32 32 32 32

野 田 村 14 14 14 14 14

山 形 村 13 13 13 13 13

大 野 村 20 20 20 20 20

九 戸 村 57 56 55 55 54

浄 法 寺 町 84 81 79 77 75

一 戸 町 100 101 102 103 104

合 計 4,640 4,740 4,846 4,978 5,104
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８　岩手県の区域内において得られる第２条第６項の規定する主務省令で定める物※３ について、各年度
  における市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第３号）

　(1)　スチール缶



（単位：ｔ）
市 町 村 名平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度

盛 岡 市 155 175 195 215 235

盛岡市(旧都南村) 75 76 76 76 76

宮 古 市 86 86 86 95 106

大 船 渡 市 83 82 82 81 81

水 沢 市 75 76 76 76 76

花 巻 市 99 102 104 106 109

北 上 市 82 77 73 69 65

久 慈 市 57 57 57 57 57

遠 野 市 44 44 44 43 43

一 関 市 91 92 94 95 96

陸 前 高 田 市 17 18 18 19 19

釜 石 市 90 91 92 93 94

江 刺 市 33 33 33 33 33

二 戸 市 26 25 23 22 20

雫 石 町 43 43 43 43 44

葛 巻 町 10 10 10 10 10

岩 手 町 22 23 22 23 23

西 根 町 27 26 26 26 25

滝 沢 村 116 117 118 118 119

松 尾 村 12 12 12 11 11

玉 山 村 13 13 13 13 13

安 代 町 9 9 9 9 9

紫 波 町 53 53 53 53 53

矢 巾 町 44 46 46 46 47

大 迫 町 13 13 13 13 13

石 鳥 谷 町 19 19 19 19 19

東 和 町 16 17 17 18 19

湯 田 町 3 3 3 3 3

沢 内 村 6 6 6 6 6

金 ヶ 崎 町 7 7 7 7 7

前 沢 町 11 12 13 13 14

胆 沢 町 21 21 21 21 21

衣 川 村 5 6 6 7 8

花 泉 町 21 20 21 21 21

平 泉 町 10 10 10 10 10

大 東 町 26 26 27 27 28

藤 沢 町 13 13 13 13 13

千 厩 町 26 26 26 26 26

東 山 町 14 14 14 14 14

室 根 村 9 9 9 9 9

川 崎 村 5 6 6 6 6

住 田 町 7 7 7 7 7

大 槌 町 34 33 33 33 32

宮 守 村 8 8 8 8 8

田 老 町 9 9 9 9 10

山 田 町 15 15 15 17 17

岩 泉 町 16 17 18 19 19

田 野 畑 村 9 10 10 11 11

普 代 村 5 5 5 5 5

新 里 村 7 7 7 7 7

川 井 村 0 0 0 0 0

軽 米 町 17 17 17 17 17

種 市 町 21 21 21 21 21

野 田 村 9 9 9 9 9

山 形 村 8 8 8 8 8

大 野 村 13 13 13 13 13

九 戸 村 9 9 9 9 9

浄 法 寺 町 13 12 11 10 9

一 戸 町 39 42 44 45 46

合 計 1,826 1,856 1,880 1,913 1,949
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　(2)　アルミ缶



（単位：ｔ）
市 町 村 名平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度

盛 岡 市

盛岡市(旧都南村) 6 6 6 6 6

宮 古 市 13 25 25 37 37

大 船 渡 市

水 沢 市 25 25 25 25 25

花 巻 市 26 28 29 31 33

北 上 市 26 29 32 35 39

久 慈 市 13 13 20 20 20

遠 野 市 6 6 5 5 5

一 関 市 125 127 129 130 132

陸 前 高 田 市 3 3 3 3 3

釜 石 市 1 1 1 1 1

江 刺 市 3 3 3 3 3

二 戸 市 6 6 6 6 6

雫 石 町 9 9 9 9 9

葛 巻 町 1 1 1 1 1

岩 手 町 4 3 3 3 3

西 根 町 3 3 3 3 3

滝 沢 村 1 1 1 1 1

松 尾 村 2 2 2 2 2

玉 山 村 5 5 5 5 5

安 代 町 1 1 1 1 1

紫 波 町 4 4 4 4 4

矢 巾 町 5 5 6 6 6

大 迫 町 3 3 4 4 5

石 鳥 谷 町 4 4 4 5 5

東 和 町 3 3 3 3 3

湯 田 町 1 1 1 1 1

沢 内 村 1 1 1 1 1

金 ヶ 崎 町 1 1 1 1 1

前 沢 町 2 2 3 3 4

胆 沢 町 54 54 54 54 54

衣 川 村 1 1 1 2 2

花 泉 町 1 1 1 1 1

平 泉 町 2 2 2 2 2

大 東 町 2 2 2 2 2

藤 沢 町 2 2 2 2 2

千 厩 町 3 3 3 3 3

東 山 町 5 5 5 5 5

室 根 村 2 2 2 2 2

川 崎 村 1 1 1 1 1

住 田 町

大 槌 町 2 2 2 2 2

宮 守 村 1 1 1 1 1

田 老 町 1 1 2

山 田 町 4 4 8

岩 泉 町 2 2 4

田 野 畑 村 1 1 2

普 代 村 1 1 1 1 1

新 里 村 1 1 1 1 1

川 井 村 1 1 1

軽 米 町

種 市 町 4 4 6 6 6

野 田 村 1 1 2 2 2

山 形 村 1 1 1 1 1

大 野 村 3 3 3 3 3

九 戸 村 1 1 1 1 1

浄 法 寺 町 1 1 1 1 1

一 戸 町 1 1 1 2 2

合 計 393 411 438 459 477
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　(3)　紙パック



（単位：ｔ）
市 町 村 名平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度平 成 21 年 度平 成 22 年 度

盛 岡 市 852 980 1,107 1,235 1,362

盛岡市(旧都南村) 238 234 234 234 237

宮 古 市 222 223 221 235 234

大 船 渡 市

水 沢 市 510 511 512 513 514

花 巻 市 716 716 715 715 715

北 上 市 383 403 424 446 469

久 慈 市 104 104 140 140 140

遠 野 市 261 259 257 255 253

一 関 市 651 660 669 678 688

陸 前 高 田 市 107 108 109 110 111

釜 石 市 402 399 396 393 390

江 刺 市 109 114 120 126 132

二 戸 市 240 236 233 230 227

雫 石 町 167 167 168 168 169

葛 巻 町 134 132 130 127 125

岩 手 町 64 65 67 68 68

西 根 町 115 116 118 119 120

滝 沢 村 1,167 1,175 1,183 1,191 1,199

松 尾 村 49 49 49 50 50

玉 山 村 52 53 54 55 56

安 代 町 38 39 39 39 40

紫 波 町 132 135 135 133 134

矢 巾 町 157 160 162 163 165

大 迫 町 41 40 40 40 40

石 鳥 谷 町 57 57 58 58 58

東 和 町 45 46 47 49 52

湯 田 町 13 13 13 13 12

沢 内 村 33 32 31 31 31

金 ヶ 崎 町 53 53 53 53 53

前 沢 町 78 100 128 163 209

胆 沢 町

衣 川 村 6 6 6 7 7

花 泉 町 54 54 55 55 56

平 泉 町 32 33 33 33 33

大 東 町 89 91 92 94 95

藤 沢 町 24 24 24 25 25

千 厩 町 126 125 124 123 122

東 山 町 6 6 6 6 6

室 根 村 27 28 28 29 29

川 崎 村 5 5 5 5 5

住 田 町

大 槌 町 140 139 137 136 135

宮 守 村 50 49 49 49 48

田 老 町 32 33 33 35 35

山 田 町 16 16 32

岩 泉 町 4 6 6 9 9

田 野 畑 村 4 4 7

普 代 村 6 6 7 7 7

新 里 村 3 3 3 3 5

川 井 村 2 2 4

軽 米 町 69 69 69 69 69

種 市 町 31 31 40 40 40

野 田 村 13 13 16 16 16

山 形 村 5 5 7 7 7

大 野 村 16 16 23 23 23

九 戸 村 51 50 50 49 48

浄 法 寺 町 51 49 48 46 45

一 戸 町 36 37 38 39 40

合 計 8,066 8,257 8,533 8,757 9,001
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　(4)　段ボール



９ 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町村相互間の分別収集に関する情報の

交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項（法第９条第２項第４号）  
 

 (1) 分別収集の促進の意義に関する知識の普及  

   分別収集の実施は、容器包装廃棄物を資源として再利用するために、県民一人ひとりの

参画により環境への負荷の少ない資源循環型のシステムを構築していくための基本となり

ます。  

   このような分別収集の意義について、県民の理解を促し、県民が自らの責務として市町

村が定める分別の基準に従って容器包装廃棄物を適正に排出することを促進するため、県

と市町村はその連携を強化し、広報活動等による積極的な普及啓発を図ります。  

  ① 広報媒体等を通じた啓発活動  

    市町村の分別収集が円滑に実施されるよう、県政広報紙、テレビ・ラジオの県政番組

や県のホームページ等を通じて、分別収集の必要性と意義について県民への普及啓発に

努めます。  

    市町村に対しては、廃棄物減量等推進員による分別排出の指導等を通じて分別収集の

必要性と意義についての啓発や当該市町村の分別排出基準等について市町村広報紙等を

通じての周知を図るよう指導に努めます。  

  ② 環境教育・環境学習の推進  

    分別収集の実施と再商品化の推進が、環境の保全に寄与することについて、県民の理

解を深め、協力が得られるよう、県民への情報提供に努めるとともに、ビデオ、パンフ

レットやインターネット等の活用により、学校等における環境教育や広く県民を対象と

した環境学習の強化を図ります。  

  ③ 啓発資料等の作成  

    分別収集や再商品化について、県民の積極的な協力を得られるよう、各市町村が実施

する分別収集や拠点回収、町内会等による集団回収等の推進状況を把握整理し、実践事

例としてまとめることなどにより、市町村等を通じて県民への情報提供に努めます。  

 (2) 市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進  

   広域的に、より効果的な分別収集体制を整備するためには、リサイクルセンター等資源

化施設の整備状況、資源化事業者の協力等地域の実情に応じた住民の分別排出方法、分別

回収の方法等について、情報の交換が図られることが重要です。  

   このため、各市町村の実施する分別収集の状況を的確に把握するとともに、これらの情

報を市町村及び県民に対して提供するよう努めます。  

  ① ごみ処理広域化計画の促進  

県では、ダイオキシン類の削減やエネルギーの有効利用、再資源化及びごみ処理効率の

向上等を図るため、県内を 6 ﾌﾞﾛｯｸとして広域的に処理を進めるという基本的な方針を示

した「岩手県ごみ処理広域化計画（平成 11 年 3 月策定）」に沿って、各ﾌﾞﾛｯｸにおける施

設整備の進捗状況、過渡期の対応等を把握しながら、ごみ処理の広域化を推進します。  
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② 市町村への情報の提供  

    市町村が自らの分別収集体制について、広域的に、より効率的な収集体制が整備でき

るよう、分別収集実施のための具体的な手法や体制に関する情報を市町村に提供します。 

    また、ごみ処理広域化推進協議会、市町村清掃協議会等の諸会議を活用し、きめ細や

かな情報交換の機会を確保するほか、ごみ減量化・リサイクルの促進等に向けた研究会

において様々な課題を検討し、県の施策に反映させるよう努めます。  

 (3) その他の分別収集の促進に関する事項  

  ① 分別収集により分別基準適合物の再商品化を推進していくためには、市町村等の行う

分別収集において分別基準に適合した処理がなされることが不可欠であり、容器包装廃

棄物の選別、圧縮、保管等を行う資源化施設の広域ブロック内での重点的かつ計画的な

整備について、国庫補助の導入を図りつつ推進するよう市町村等の指導に努めます。  

  ② 容器包装廃棄物の拠点回収、町内会等による集団回収は、市町村が処理する廃棄物の

減量化に資するのみならず、住民の環境への意識を涵養する上でも有効です。  

このため、拠点回収施設の整備、集団回収に対する支援がなされるよう市町村等の指

導に努めます。  

  ③ 再商品化事業者は、指定法人等が行う再商品化業務の実質的な担い手として、さらに、

法第２条第６項指定物の引取先として重要な役割を担うものであることから、その機能

を十分に果たすことができるよう、必要に応じて情報を提供する等の支援に努めるとと

もに、廃棄物再生事業者の登録制度の活用を通じて市町村と連携が図られるよう努めま

す。  

  ④ 容器包装リサイクル法施行 10 年を迎えて、国においては、法制度の見直しに向けた

検討を進めています。  

県としては、法制度の充実に向けて、市町村等の意見を踏まえて国に要望を行うほか、

市町村等に的確な情報の提供に努めます。  

 

10 ごみの減量化及び再生利用の推進に関する一般的事項 

 

  資源循環型のシステムを構築していくためには、県民、事業者、行政がそれぞれの立場で

岩手県環境基本計画に掲げる「日常生活における環境配慮指針」及び「事業活動における環

境配慮指針」に基づく行動を実践するとともに、相互に連携・協力しながら、ごみの発生抑

制やリサイクルの促進に向けた施策を推進する必要があります。  

  このため、ごみ減量化・再生利用推進行動の基礎となる岩手県環境基本計画における環境

配慮行動のための指針に基づき、ごみ減量化と再生利用の推進に向けた積極的な施策の展開

を図ります。  

 (1) 県民の取組み  

   買い物の際には、買い物袋を持参し、商品を選択する際には、簡易包装の商品、詰め替

えができる商品、リサイクルが容易な商品を選択しましょう。  
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   また、家庭から排出する際の適正な分別や集団回収への協力など環境に配慮した行動を

実践しましょう。  

  (2) 事業者の取組み  

自らの事業活動に伴うごみ排出量を極力抑制しながら、詰め替え商品等ごみになりにく

い商品の開発や包装の簡素化等ごみを減らす取り組みに努めましょう。  

また、販売ルートを利用した容器等の回収を推進するとともに、容器包装廃棄物の再商

品化により得られた物やこれを使用した物の積極的な使用に努めましょう。  

(3) 行政の取組み  

市町村は、一般廃棄物処理事業の実施主体として、ごみの発生抑制やリサイクルの促進

に向けた施策を積極的に推進するとともに、住民、事業者、地域や民間団体がそれぞれの

役割を果たしていくよう働きかけ、また、そのための環境の整備に努めます。  

県は、こうした市町村の取り組みを支援するほか、環境にやさしい買い物キャンペーン

の全県的な推進に努めるとともに、ごみの減量化などに積極的に取り組む小売店をエコシ

ョップとして認定するエコショップいわて認定制度を市町村や NPO との協働で実施し、

その普及拡大と消費者の利用促進を図ります。  

     さらに、県内で発生した廃棄物等を利用し県内で製造された一定の基準を満たすリサイク

ルを岩手県再生資源利用認定製品として認定するとともに、県による優先的利用や、県民、

事業者等への PR により、リサイクル製品の流通拡大を図ります。  

 

 

説明  

※１ 分別基準適合物  

  市町村が市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得

られた物のうち、圧縮や洗浄がなされている等の環境省令で定める基準に適合するも

のであって、主務大臣が指定する施設において保管されているものです。（有償又は

無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として定める物を除

く。）  

※２ 特定分別基準適合物  

  分別基準適合物を容器包装の区分ごとに特定した物で、無色ガラス・茶色ガラス・

その他ガラス・その他紙製容器包装・ペットボトル・その他プラスチック製容器包装

が定められています。  

※３ 法第２条第６項の規定する主務省令で定める物  

  有償又は無償で譲渡できることが明らかであり再商品化をする必要がない物で、ス

チール缶・アルミ缶・紙パック・段ボールが定められています。  
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